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2014年度 動物実験の実施状況に関する情報公開について 

（自己点検・評価の結果について） 

 

早稲田大学生物実験管理委員会は、2014 年度の動物実験の実施状況について、下記のと

おり点検し、評価した結果を公開する。 

 

【機関内規程】 

・生物実験安全管理規程 

・生物実験安全管理規程施行細則（動物実験） 

・規程等は「早稲田大学研究倫理オフィス」ホームページ上にて公開している。 

URL:http://www.waseda.jp/rps/ore/jpn/procedures/04/index.html 

 

【動物実験の状況】 

●動物実験の実施状況について 

(1) 実験計画数 

2014年度に計画・承認された動物実験計画数   101件 

(2) 動物実験施設（部屋）数 

2014年度末時点で動物実験施設承認を受けている施設（部屋）数 39室 

(3) 教育訓練 

講習会または e-learning等で、2014年度新規で受講した人数 275名 

（受講率は過去に受講した者を含め 100%である） 

(4) 実験生物慰霊式／実験生物慰霊祭 

学内 2箇所で執り行われた。 

・実験生物慰霊式：11/7 先端生命医科学センター 

・実験生物慰霊祭：12/6 所沢キャンパス 

(5) 各動物種の年間使用数 

動物種名 マウス ラット 
その他 

哺乳類 
ウズラ 

ニワ 

トリ 
合計 

使用数 16,110 680 40 1,050 220 18,100 

（「実験終了報告書」に基づく概数） 

●動物実験審査委員会の審査状況について 

(1) 審査方針 

早稲田大学生物実験安全管理規程、生物実験安全管理規程細則（動物）、関係する法令

（動物の愛護及び管理に関する法律、研究機関等における動物実験等の実施に関する基

本指針）に基づき、実験計画および実験施設を委員の合議により審査する。審査にあた

っては、3Rの原則（Refinement「できる限り動物に苦痛を与えないこと」、Replacement



「できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること」、Reduction「できる

限りその利用に供される動物の数を少なくすること」）に基づき、科学的適正性の観点（実

験計画の科学的合理性等）および社会的適正性の観点（実験の社会的意義等）により、

動物実験における倫理面について確認の上、実験の可否を判断し、審査結果を総長に報

告する。 

(2) 審査委員構成 

9名（学外者を含む） 

根拠規程 規定内容 人数 

生物実験安全管理

規程第35条第1項

第 1号～第 3号 

動物実験等を実施している専任教員のうちか

ら総長が指名する者 

（動物実験等に関して優れた識見を有する者） 

5名 

生物実験安全管理

規程第35条第1項

第 4号 

実験動物に関して優れた識見を有する者のう

ちから総長が指名する者 

1名 

生物実験安全管理

規程第35条第1項

第 5号 

その他学識経験を有する者のうちから総長が

指名する者 

3名 

 

(3) 審査方法 

委員会の開催または持ち回り審査 

(4) 2014年度審査委員会開催回数 

委員会開催 4回、持ち回り審査 6回 

 

【自己点検・評価】 

●点検・評価方針 

早稲田大学における動物実験は、動物の愛護及び管理に関する法律、実験動物の飼養及

び保管並びに苦痛の軽減に関する基準、研究機関等における動物実験等の実施に関する基

本指針、および早稲田大学生物実験安全管理規程に基づき、動物実験審査委員会が審査し、

総長が承認した動物実験計画のみが実施される。 

2014 年度中に早稲田大学で実施された動物実験について、規程等に基づき適正に立案さ

れ、実施されたか点検し、その結果について評価する。 

 

●点検内容（現状把握） 

(1) 学内規程の整備状況（動物実験に関する規程が策定されているか） 

⇒「適正」であった。（⇒既に策定し、HP上で公開されている） 

(2) 委員会の整備・実施状況（委員会における審査や運営が適正か） 

⇒「適正」であった。（⇒規程に基づき委員会を設置・開催し、審査を実施している） 

(3) 動物実験の実施状況 



① 動物の選択（使用した動物種は適正であったか。また動物を適正に用いたか） 

⇒「適正」であった。（⇒実験審査の際に当該動物を使用する必然性を審査している） 

② 動物の削減（使用動物数の削減に努めたか） 

⇒「適正」であった。（⇒実験審査の際に当該動物数を使用する必然性を審査している） 

③ 動物の苦痛軽減安楽死（動物の苦痛軽減、排除及び安楽死を適正に行ったか） 

⇒「適正」であった。（⇒実験審査の際に安楽死方法を審査している） 

④ 安全管理上注意を要する動物実験（遺伝子組換え実験、感染実験、特定動物・特定外

来生物、放射性物質の投与実験、その他有害化学物質の投与実験の実施が適正か） 

⇒「適正におこなわれた」 

（⇒遺伝子組換え実験については、遺伝子組換え実験審査委員会による審査後、本審査

委員会にて内容を確認している。対外的に報告すべき事故等の報告はなかった。） 

⑤動物実験に係るその他の事項（動物の入手方法、麻薬・向精神薬の使用等） 

⇒「適正」であった。 

（⇒実験審査の際に必要事項の説明がなされているか審査している） 

⑥実験動物の飼養保管状況（マニュアル等を整備し、動物を適正に飼養、保管し、動物

実験に用いたか） 

⇒「概ね良好」であったが、一部に改善すべき点があった。 

（⇒動物実験終了報告書に問題事例の報告はなかった。ただ、順次提出されてはいるも

のの、未だ飼養保管手順書が整備されていない飼育室があるため「概ね良好」とした。） 

⑦実験施設の維持管理状況（施設等を適切に設置し利用したか） 

⇒「適正」であった。（⇒「動物実験施設管理報告書」に問題事例の報告はなかった） 

(4) 教育訓練の実施状況（動物実験実施者および従事者に教育訓練を行ったか） 

⇒「適正」であった。（⇒動物実験審査委員会により受講状況を確認している） 

※（下線部分は公開時には削除する予定） 

 

●自己点検の評価 

・基本指針および早稲田大学生物実験安全管理規程への適合性 

⇒「適合」とする。 

 

上記のとおり動物実験の実施状況について点検した結果、計画通りに適正な動物実験の

実施を行っていると評価した。 

 

以 上 

 


